
令和７年度宮崎市

こども誰でも
通園制度

保育所等に入所していないこどもが
月10時間まで公立保育所に

通園可能です

● 対象　　 市内に住む０歳６か月～満３歳未満の乳幼児

● 時間帯　 平日の午前9:00~11:00（令和７年６月現在※）

● 利用料　 300円／1時間

● 実施施設 公立保育所（小戸、青島、跡江、福島） 
手続方法☛

こども同士で
ふれあう機会を

作りたい

育児相談や
リフレッシュ

の時間がほしい

利用者
募集

※今後、受入時間は変更の可能性があります。

令和８年度の
本格実施に向けた

試行事業です



お問合せ　宮崎市保育幼稚園課　℡21-1774

● システム登録申請　６月から受付
● システム利用開始　７月から

QRコード

手続はwebの専用システムから

①ｼｽﾃﾑ登録申請 ②ｼｽﾃﾑﾛｸﾞｲﾝ ③初回面談予約 ④初回面談

オンライン申
請、対象者には
市からID付与

IDで専用システ
ムにログイン、
利用者情報登録

システム上で
初回面談の予約

公立保育所で
親子面談の実施

⑤利用予約

システム上で
利用予約

⑥利用

当日利用料金を
支払い

手続の流れ

ご利用にあたっての注意事項
●  利用をキャンセルする場合は、システムから手続を行うとともに、利用を予定してい

た公立保育所へ連絡してください。

● 公立保育所での親子面談により、集団保育が著しく困難であると判断された場合、利

用できない場合があります。

● 送り迎えは時間を厳守し、保護者の方が責任をもって行ってください。

● 公立保育所では定員があり、利用希望者多数の場合、利用の希望に添えないことがあ

ります。

宮崎市こども誰でも通園制度 ��

初回のみ①～④が必要です。
同じ保育所であれば２回目以降は
⑤⑥のみとなります。

詳細は、宮崎市公式HPをご覧ください！

こども誰でも通園制度によって、１時間単位の
預かりが可能に！

比較 一時保育（一時預かり） こども誰でも通園制度

費用 　　半日　　　９００円
　　１日　１，８００円 １時間単位　３００円

利用時間 半日または１日 ９:００-１１:００

子育て相談 － 面談、親子通園あり


